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就学相談 Q＆ 

県北 

鹿角市教育委員会  0186-30-0681

小坂町教育委員   0186-29-2342

大館市教育委員会  0186-43-7112

北秋田市教育委員会 0186-62-6617

上小阿仁村教育委員会 0186-60-9000

能代市教育委員会  0185-73-5178

藤里町教育委員会  0185-79-1327

三種町教育委員会  0185-87-2115

八峰町教育委員会  0185-77-2816 

県央 

秋田市教育委員会  018-865-2530

（秋田市教育研究所）  

男鹿市教育委員会  0185-24-9101

潟上市教育委員会  018-853-5371

五城目町教育委員会 018-852-5372

八郎潟町教育委員会 018-875-5812

井川町教育委員会  018-874-4424

大潟村教育委員会  0185-45-3240

由利本荘市教育委員会 0184-32-1310

にかほ市教育委員会 0184-38-2266 

県南 

大仙市教育委員会  0187-63-1111

仙北市教育委員会  0187-43-3387

（北浦教育文化研究所）  

美郷町教育委員会  0187-84-4914

横手市教育委員会  0182-35-2123

湯沢市教育委員会  0183-73-2162

羽後町教育委員会  0183-62-2111

東成瀬村教育委員会 0182-47-3415 

保護者の皆様へ 
～就学相談のためのガイド～ 

その他の相談機関 

市町村教育委員会 

018-873-7215 

0120-377-804 

018-826-8030 

018-827-5730 

就学に関する 

相談ができる機関 

特別支援教育地域センター 

秋田県総合教育センター 支援チーム 特別支援教育担当 

    〃        すこやか電話相談 

秋田県発達障害者支援センター「ふきのとう秋田」 

秋田県医療的ケア児支援センター 「コラソン」  

県内特別支援学校 
連絡先は各校のＨＰをご確認ください。 

特別支援教育アドバイザーによる相談・支援 

 早期からの就学相談を中心に、小
学校等への就学後の教育相談等も行
っています。申込みは随時受け付け
ておりますので、各地域センターに
お問い合わせください。 

  

どのような観点で就学先を検討すればよいの
でしょうか? 

 お子さんに必要な教育が十分に受けられる場を考えましょう。学
習内容が分かり、学習活動の中で達成感や充実感が味わえるこ
とが重要です。学習の内容や支援の方法がお子さんに合ってい
るか、将来の自立に向けた力を身に付けられる場であるか、学
校見学や体験入学などで確かめるとともに、市町村教育委員会
とじっくり相談しましょう。 

  
 市町村教育委員会に希望を伝えてください。特別支援学校で
は、実際に授業に参加する体験入学の機会もあります。学校行
事や学校公開の機会を活用することもできます。実際の学校の
雰囲気や子どもたちの様子を見ることをお勧めします。    

  ※見学や体験をしたら入学・入級しなければいけないという
  ことはありません。 

学校見学をするにはどうすればよいですか? 

  

  
 小学校等へ入学するにあたって心配なことや学校に伝えたい
ことは、市町村教育委員会の担当者へお話ください。直接学校
の担当者と話す機会も作ることができます。市町村によって
は、入学前に保護者の方と「就学支援シート」を作成したり、
入学する学校と幼稚園・保育所・認定こども園等、市町村教育
委員会等で連絡会を設けたりしています。 

家庭や幼稚園・保育所・認定こども園での様子を 
就学前に学校へ伝えることはできますか? 

  

  お子さんの状態の変化等により、通常の学級から特別支援学
級へ、特別支援学級から通常の学級へ、小・中学校等から特別
支援学校へ、特別支援学校から小・中学校等への転籍、転学が
考えられます。その際、転籍、転学先がお子さんにとって最適
な教育が受けられる場であるか、関係者と十分に相談する必要
があります。特に年度途中での変更は、それまでの学習の継続
やお子さんの環境への適応等を考え、より慎重に検討する必要
があります。 

 お子さんと入学する学校を見学したり、通学路を一緒に歩い
たりして、入学後のイメージがもてるようにしましょう。身の
回りのことが自分でできるように練習することも大事です。通
学方法等について学校と相談することもできます。 

入学までに準備することはありますか? 

入学後に学級や学校を変えることはできますか? 

設置小学校 アドバイザー
勤務日

変更の場合有り電話番号 ※（専）：専用

鹿角市立花輪小学校
※鹿角出張所で対応  0186-23-33０2 　

大館市立桂城小学校
月・水・金

0186-42-4910

北秋田市立鷹巣小学校
月・水・金 

0186-62-9814（専）

能代市立渟城南小学校
火・水・木

0185-52-0468（専）

男鹿市立船川第一小学校
月・水・金

0185-24-3231

秋田市教育研究所
月・火・木

018-865-2530

由利本荘市立鶴舞小学校
火・金

0184-22-3558（専）

(由利本荘市立岩谷小学校) 木
相談ルーム0184-65-2220

大仙市立花館小学校
火・木・金

0187-63-1022

仙北市立角館小学校
※仙北出張所で対応  0187-63-3477

横手市立朝倉小学校
火・水・金

0182-32-6070

湯沢市立湯沢西小学校
火・水・金

0183-72-5150

秋田県教育庁特別支援教育課 
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/tokubetu 
お問 い合 わせ 

秋田市山王 3 丁目 1 番 1 号    TEL 018-860-5135 

このガイドは、保護者の方が安心してお子さんの 
就学を迎えられるように作成したものです。 

就学に向けた相談の際にご活用ください。 

 

就学に向けた相談の際にご活用ください。 

令和７年９月（改訂） 
秋田県教育委員会 

お子さんの 
よりよい就学のために 
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・小学部から高等部まで一貫した指導を行います。
・視覚支援学校、聴覚支援学校には幼稚部も設置されています。
・障害が重く、通学が困難なお子さんには、家庭を訪問して指導する訪
問教育も実施しています。
・スクールバスを利用できる学校もあります。

小・中学校等 《通常の学級》

・個々のペースに合わせて指導します。
・障害の状態に配慮した指導を行います。

特別支援教育支援員が配置されている学校もあります。支援員は日
常生活上の介助や学習支援（身支度の手伝い、教室移動の手助け、教
師の指示を分かりやすく伝える等）を行います。支援員の配置につい
ては、教育相談の際に市町村教育委員会にお尋ねください。

小

学

校

特
別
支
援
学
校

お子さんに必要な教育が十分に受けられる場を選択することが大事です。
それぞれの学級・学校で、学習内容や支援の仕方に特色があります。お子
さんの発達の状態や特性等に応じ、その能力を最大限に引き出す学習の場
を決めることができるよう、十分に見学や相談を重ねましょう。

○一人一人の障害の特性を十分理解し、個に応じた学習内容が設定さ
れます。
○少人数できめ細かい指導が受けられます。
○実際の体験を重視した学習を行い、日常生活に必要な力や将来の自
立した生活に必要な力を身に付けていきます。
○近隣の学校や居住地域の学校の子どもたちとの学習も実施されてい
ます（交流及び共同学習）。

○集団の中で教科等の学習をします。学習内容はどのお子さんも同じです
が、実態に応じて指導方法や教材教具等の配慮があります。
○通常の学級に籍を置き、通級指導教室に通うことができます。

・通常の学級に籍を置き、決められた時間に通って指導を受けます。
・基本的に個別で指導を受けます。
・本県では、言語障害と、学習障害（LD）や注意欠陥多動性障害
（ADHD）等に対応した教室があり、障害に応じた指導を受けるこ
とができます。
・通級指導教室の授業時数は、言語障害が週１～８時間、LD・ADHD
等が月１時間〜週８時間が標準です。通級指導教室が居住市町村
にない場合は、他市町村の教室に通う場合もあります。
・県立視覚支援学校（月１回）、県立聴覚支援学校（週１回）では、
県北、県南の小・中学校や公民館等に、弱視や難聴のお子さんを対
象とした、障害に応じた指導を行う「サテライト教室」を設置してい
ます。

特別支援学校

小・中学校等 《特別支援学級》

通級指導教室

安心して就学を迎えるために ～身近な相談機関に相談しましょう～

就学通知の送付

市

町

村

教

育

委

員

会

県

教

育

委

員

会

０歳 満５歳（年中） ４月 入学後

《乳幼児期からの相談》

◎お子さんの発達や子育てについて気
になることは、幼稚園・保育所・認
定こども園等の先生や保健師、保健
センターなどに相談しましょう。

《早期からの就学相談》

◎早くから市町村教育委員会に相談し、様々な
情報を収集しましょう。

◎年長の 9 月頃までには、市町村教育委員会と
就学相談をし、学校見学や体験入学をした上
で就学先を考えましょう。

◎「3 歳児健診」の後、「5 歳児健診・相談会
※1」を行っている市町村もあります。お子
さんの発達や就学に向けての相談ができます
ので、実施市町村にお住まいの方は、参加さ
れることをおすすめします。

1月末までに就学
通知が届きます

小

学

校

入

学

者

特
別
支
援
学
校
入
学
者

小学校・特別支援学校小学部～
中学校・特別支援学校中学部

入
学
説
明
会

（
各
学
校
）

※２「就学先の決定」…※１「5 歳児健診・相談会」…

11～

12 月
１１/３０

まで

１0/３1

まで

就
学
先
の
決
定
※
２

（
市
町
村
教
育
委
員
会
）

就
学
時
健
康
診
断

（
市
町
村
教
育
委
員
会
）

学

齢

簿

の
作

成

（
市
町
村
教
育
委
員
会
）

就学支援シート※３等を基に作成された
個別の教育支援計画の活用によるスムーズな連携

※３「就学支援シート」には、保護者の方の同意
のもと、お子さんの好きなことや得意なこと、
苦手なこと、幼稚園・保育所・認定こども園等
での生活のこと等、入学後の学校生活をスムー
ズに過ごすための情報が記載されます。市町村
によって「サポートシート」「サポートファイ
ル」等とも呼ばれています。

◎
入
学
予
定
の
小
学
校
や
地
域
の
公
民
館
等
で
、
健
康
診
断

や
簡
単
な
検
査
等
を
行
い
ま
す
。

◎
市
町
村
教
育
委
員
会
か
ら
、
日
時
や
場
所
に
つ
い
て
通
知

が
あ
り
ま
す
。

◎
入
学
す
る
学
校
で
行
い
ま
す
。

◎
学
校
で
の
学
習
活
動
や
学
校
生
活
、
入
学
ま
で
に
準
備
す
る
持
ち
物
や
入
学
ま
で
の

家
庭
で
の
配
慮
事
項
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
や
納
付
金
等
の
説
明
が
あ
り
ま
す
。

就学までの流れ

◎
入
学
後
は
、
学
校
の
担
当
者
と
学
校
生
活
や
学
習
の
様
子
を

確
か
め
、
必
要
な
支
援
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
す
。
学
校
に

は
特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
指
名
さ
れ
て
い
る

先
生
が
お
り
、
お
子
さ
ん
に
つ
い
て
様
々
な
相
談
に
応
じ
る

と
と
も
に
関
係
機
関
と
の
窓
口
に
な
り
ま
す
。

◎
中
学
校
・
特
別
支
援
学
校
中
学
部
へ
の
進
学
の
際
は
、
改
め

て
保
護
者
の
方
か
ら
学
校
生
活
へ
の
希
望
を
伺
い
ま
す
。

◎
入
学
後
も
特
別
支
援
学
級
、
特
別
支
援
学
校
の
見
学
や
体
験

が
で
き
ま
す
。

保

護

者

県
・
市
町
村
関
係
機
関

就学を 1年後に控えた年中の時期に、お子さんの発
達や子育てに関する相談を行い、安心して就学が迎え
られるよう、「5 歳児健診」、「5 歳児相談会」を実施
する市町村が増えています。言葉や運動機能の発達
に加え、対人関係、コミュニケーションなどの社会性の
発達が著しい 4〜5 歳での発達を確認し、早い時期
から就学相談をはじめることができます。

お子さんの入学する就学先の決定は、市町村教育
委員会が行います。お子さんの状態や教育上必要
な支援の内容、地域の学校における教育環境の整
備状況、本人・保護者の意見、専門家の意見等を総
合的に判断し、お子さんに最もふさわしい学習の場
を決定します。

満６歳（年長） １０～１１月 １月 ２～３月

学級・学校の紹介

入

学

乳
幼
児
健
康
診
査
（
満
１
歳
６
ヶ
月
、
満
三
歳
）

（

市

町

村

保

健

担

当

課

）

（
市
町
村
保
健
・
福
祉
担
当
課
）

子

育

て
相

談

・
親

子

教

室

等

（
市
町
村
保
健
・
福
祉
担
当
課
・
市
町
村
教
育
委
員
会
）

５
歳
児
健
診
・
相
談
会
※
１

就
学
や
教
育
に
関
す
る
相
談
会

（
市
町
村
教
育
委
員
会
・
県
教
育
委
員
会
）

○小集団の中で、障害の状態に応じて必要な学習内容が設定されます。
○学校行事や学年・学級活動、給食、清掃など、通常の学級の子どもた

ちとの活動もあります。また、教科等によっては通常の学級に入って
学習することもあります（交流及び共同学習）。

○お子さんの障害に応じて弱視、難聴、肢体不自由、病弱・身体虚弱、
知的障害、自閉症・情緒障害の 6 つの学級があります。
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通級指導教室の
　　　利用ガイド
～通級指導教室との連携について～

家庭との連携２

３

令和６年３月

秋田県教育委員会

　このガイドは、小学校や中学校が地域の通級指導教室と連携協力するこ
とにより、特別支援教育に係る校内支援体制を充実させるためにまとめた
ものです。

○通級指導教室では、保護者との面談や連絡ノートの活用、電話による相
談など、保護者に対する支援体制を整えています。
・児童生徒が安心した家庭生活及び学校生活を送れるよう、保護者に適切
な助言を行い支援していくことは、通級指導教室の大きな役割です。通
級指導教室での指導を定着させ、日常生活への適応をより促進するため
には、日頃から家庭との連絡を密にして、児童生徒の状態の把握や適切
な支援の方法などについて共通理解を図ることが重要です。

関係機関との連携

通級による指導の手続き

通級指導教室一覧

○関係機関から対象児童生徒に関わる情報を入手し、生かしていくことが必要です。情報の授受に際して
は、本人及び保護者の了承を得なければなりません。
・児童生徒が、医療機関や相談機関等を利用中、あるいは利用経験がある場合には、それらの関係機関と
の連携が大切です。

※通級指導教室での教育相談後に手続きを進めます。
★参考「通級による指導の手引（秋田県教育委員会）」

保護者

在籍校

市町村教育委員会
（就学指導委員会）

通級指導校設置
教育委員会 通級指導校

鹿角市
学校名地　域 地　域

〔小学校〕 〔中学校〕
学 電話番号言

花輪小学校
桂城小学校
扇田小学校
鷹巣小学校
渟城南小学校
船川第一小学校
大豊小学校
中通小学校
旭南小学校
土崎小学校
桜小学校
鶴舞小学校
矢島小学校
象潟小学校
花館小学校
角館小学校
六郷小学校
朝倉小学校
湯沢西小学校

○
○
○
○
○
○

○
○
○

○

○
○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○
○
○

○
○
○
○
○

0186-22-0291（直）
0186-42-4910（直）
0186-55-0043
0186-62-9814（直）
0185-52-0468（直）
0185-24-3231
018-877-2068
018-833-5999（直）
018-862-5977（直）
018-845-3271
018-836-6671（直）
0184-22-3558（直）
0184-56-2069
0184-43-2334
0187-63-1022
0187-54-2190（直）
0187-84-1009
0182-32-6070
0183-72-5150

大館市

北秋田市
能代市
男鹿市
潟上市

秋田市

由利本荘市

にかほ市
大仙市
仙北市
美郷町
横手市
湯沢市

大館市
学校名 学 電話番号言

第一中学校
秋田市教育研究所
（山王中学校）
仁賀保中学校
大曲中学校
鳳中学校
湯沢南中学校

※言・・・主に言語障害を対象とする通級指導教室

※学・・・主にＬＤやＡＤＨＤを対象とする通級指導教室

※直・・・通級指導教室の直通電話

★通級による指導は、盲学校や聾学校、肢体不自由の
　特別支援学校でも行っています。

○

○

○
○
○
○

0186-42-4177

018-865-2532（直）

0184-36-2121
0187-63-2222
0182-32-2029（直）
0183-73-5145

秋田市

にかほ市
大仙市
横手市
湯沢市

秋田県教育庁　義務教育課指導班　０１８－８６０－５１４７
　　　　　　　特別支援教育課指導班　０１８－８６０－５１３５

お問い
合わせ

小学校・中学校における
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在籍校・在籍学級との連携１
　『通級による指導』の成果が、『通常の学級における指導』においても生かされるように連携に努め、
指導の充実を図ります。そのためには、それぞれの担当教師同士が、児童生徒の様子について定期的に情
報交換を行います。例えば、次のような連携の工夫があります。

○対象となる障害は、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、ＬＤ（学
習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）、肢体不自由、病弱及び身体
虚弱です。
○秋田県における小・中学校の通級指導教室は、「言語障害」と「ＬＤ・Ａ
ＤＨＤ」を主な対象としています。
○各教科等の指導を通常の学級で行いながら、児童生徒の障害に応じた特別
の指導を特別の指導の場（通級指導教室）で行います。 

　　　[自校通級]　在籍校に通級指導教室が設置され、校内で通級すること

　 ［他校通級］　他の学校へ通級すること

　　自校通級　在籍校に通級指導教室が設置され、校内で通級すること
　　他校通級　他の学校へ通級すること
○障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とし、自立活動及
び教科の内容を補充するための指導を行います。
　　自立活動　障害による学習上または生活上の困難を改善・克服すること
を目的としています。

　　教科の内容の補充　特に必要があるときは、障害の状態に応じて各教科の
　　　の内容を取り扱いながら行うことができます。ただし、単なる学習上の遅れを
　　　取り戻すための指導は、通級による指導の趣旨に沿った指導と言えないこと
　　　に十分留意する必要があります。

　　〔授業時数〕・言語障害　　　　年間35単位時間から280単位時間まで
　　　　　　　　・ＬＤ・ＡＤＨＤ　年間10単位時間から280単位時間まで

○通級指導教室では、「個別の指導計画」を作成し、それに基づいて指導しています。在籍校・在
籍学級では、通級指導教室での指導を参考にしながら「個別の指導計画」を作成します。そのた
めには、次のことが重要です。

　①在籍校の学級担任や特別支援教育コーディネーター等は、通
級指導教室の担当者と密接な連携をとりましょう。

　②お互いが児童生徒の指導内容等について共通理解しましょう。
　③校内支援体制等を考慮に入れ、通級指導教室と一貫した指導
が継続できる指導計画を作成しましょう。

※巡回による指導
　通級による指導の一形態として、通級指導教室の担当者が、自校以外の学校において通級による
指導を行うことができます。その場合は、各教育委員会において、通級による指導を行う学校にお
ける身分の扱いを明確にする必要があります。

○対象となる児童生徒の十分な学びと成長を
支えるためには、通級指導教室の担当者だ
けでなく、在籍校の学級担任や特別支援教
育コーディネーター、家庭、関係機関等と
の連携協力の下、効果的な指導を行う必要
があります。
○学習指導要領総則においても「通級による
指導については、教師間の連携に努め、効
果的な指導を行うこと」と示されています。
○通級による指導は「連携による教育」と言
えます。

通級指導教室について

通級指導教室の役割「連携による教育」

　通級による指導は、小学校や中学校の通常の学級に在籍する比較的軽度の障害のある児童生徒に対して、
特別の指導の場（通級指導教室）において、障害に応じた特別の指導を行うものです。

　効果的な指導を行うためには、通級指導教
室と、在籍校・在籍学級、家庭、関係機関と
の連携協力が必要です。

１．個別の指導計画の作成

○連絡帳や記録ノート、電話連絡等で情報を共有し、共通理
解に努めることが大切です。
　・在籍校から・・・・・・学級での様子や成長など
　・通級指導教室から・・・通級による指導の目標や内容、方法及び経過を含む児童生徒の様子など

○在籍校では、児童生徒の成長の状況を総合的に捉えるため、指導要録に、通級による指導の内容
や結果等を記入します。

２．連絡帳や記録ノート等の活用

○通級指導教室の担当者と児童生徒の在籍学級の関係者によるケー
ス会議や在籍学級担任者会、通級に関する研修会等を開催します。
児童生徒の理解や、指導の共通理解に有効です。

３．ケース会議の開催

○通級指導教室の担当者から、障害の理解や対応等についてアドバイスを受けることができます。
また、学校生活や学習につまずく児童生徒の原因を解明し、その手立てを共に考えます。

４．通級指導教室の担当者への相談

○特別の指導の場が他校である場合には、在籍校と通級指導教室が、学校間及び担当教師間の連携
の在り方を工夫し、情報交換等が円滑に行われるよう配慮する必要があります。

○学校間の了解の上で、通級指導教室の担当者が、対象児童生徒の日々の学習や生活の様子を把握
するために、児童生徒の在籍校を訪問します。通級指導教室の担当者は、在籍学級での具体的な
指導の方法を考え、通常学級の担任へ伝えることができます。

５．在籍校訪問（他校通級の場合）

指導の対象

教育の形態

指導の内容

※「小学校学習指導要領解説総則編」及び「中学校学習指導要領解説総則編」より

連
携

連
携

連
携

連
携

児童生徒 関係機関家　庭

通級指導教室

在籍校・在籍学級
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在籍校・在籍学級との連携１
　『通級による指導』の成果が、『通常の学級における指導』においても生かされるように連携に努め、
指導の充実を図ります。そのためには、それぞれの担当教師同士が、児童生徒の様子について定期的に情
報交換を行います。例えば、次のような連携の工夫があります。

○対象となる障害は、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、ＬＤ（学
習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）、肢体不自由、病弱及び身体
虚弱です。
○秋田県における小・中学校の通級指導教室は、「言語障害」と「ＬＤ・Ａ
ＤＨＤ」を主な対象としています。
○各教科等の指導を通常の学級で行いながら、児童生徒の障害に応じた特別
の指導を特別の指導の場（通級指導教室）で行います。
○通級による指導は、盲学校や聾学校、肢体不自由の特別支援学校でも行っ
ています。
　　自校通級　在籍校に通級指導教室が設置され、校内で通級すること
　　他校通級　他の学校へ通級すること
○障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とし、自立活動及
び教科の内容を補充するための指導を行います。
　　自立活動　障害による学習上または生活上の困難を改善・克服すること
を目的としています。

　　教科の内容の補充　学習に向かうための素地を養い、向上させることを
目的としています。特に必要があるとき、一定の時間内において行うこ
とができます。

　　〔授業時数〕・言語障害　　　　年間35単位時間から280単位時間まで
　　　　　　　　・ＬＤ・ＡＤＨＤ　年間10単位時間から280単位時間まで

○通級指導教室では、「個別の指導計画」を作成し、それに基づいて指導しています。在籍校・在
籍学級では、通級指導教室での指導を参考にしながら「個別の指導計画」を作成します。そのた
めには、次のことが重要です。

　①在籍校の学級担任や特別支援教育コーディネーター等は、通
級指導教室の担当者と密接な連携をとりましょう。

　②お互いが児童生徒の指導内容等について共通理解しましょう。
　③校内支援体制等を考慮に入れ、通級指導教室と一貫した指導
が継続できる指導計画を作成しましょう。

※巡回による指導
　通級による指導の一形態として、通級指導教室の担当者が、自校以外の学校において通級による
指導を行うことができます。その場合は、各教育委員会において、通級による指導を行う学校にお
ける身分の扱いを明確にする必要があります。

○対象となる児童生徒の十分な学びと成長を
支えるためには、通級指導教室の担当者だ
けでなく、在籍校の学級担任や特別支援教
育コーディネーター、家庭、関係機関等と
の連携協力の下、効果的な指導を行う必要
があります。
○学習指導要領総則においても「通級による
指導については、教師間の連携に努め、効
果的な指導を行うこと」と示されています。
○通級による指導は「連携による教育」と言
えます。

通級指導教室について

通級指導教室の役割「連携による教育」

　通級による指導は、小学校や中学校の通常の学級に在籍する比較的軽度の障害のある児童生徒に対して、
特別の指導の場（通級指導教室）において、障害に応じた特別の指導を行うものです。

　効果的な指導を行うためには、通級指導教
室と、在籍校・在籍学級、家庭、関係機関と
の連携協力が必要です。

１．個別の指導計画の作成

○連絡帳や記録ノート、電話連絡等で情報を共有し、共通理
解に努めることが大切です。
　・在籍校から・・・・・・学級での様子や成長など
　・通級指導教室から・・・通級による指導の目標や内容、方法及び経過を含む児童生徒の様子など

○在籍校では、児童生徒の成長の状況を総合的に捉えるため、指導要録に、通級による指導の内容
や結果等を記入します。

２．連絡帳や記録ノート等の活用

○通級指導教室の担当者と児童生徒の在籍学級の関係者によるケー
ス会議や在籍学級担任者会、通級に関する研修会等を開催します。
児童生徒の理解や、指導の共通理解に有効です。

３．ケース会議の開催

○通級指導教室の担当者から、障害の理解や対応等についてアドバイスを受けることができます。
また、学校生活や学習につまずく児童生徒の原因を解明し、その手立てを共に考えます。

４．通級指導教室の担当者への相談

○特別の指導の場が他校である場合には、在籍校と通級指導教室が、学校間及び担当教師間の連携
の在り方を工夫し、情報交換等が円滑に行われるよう配慮する必要があります。

○学校間の了解の上で、通級指導教室の担当者が、対象児童生徒の日々の学習や生活の様子を把握
するために、児童生徒の在籍校を訪問します。通級指導教室の担当者は、在籍学級での具体的な
指導の方法を考え、通常学級の担任へ伝えることができます。

５．在籍校訪問（他校通級の場合）

指導の対象

教育の形態

指導の内容

※「小学校学習指導要領解説総則編」及び「中学校学習指導要領解説総則編」より
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通級指導教室

在籍校・在籍学級
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通級指導教室の
　　　利用ガイド
～通級指導教室との連携について～

家庭との連携２

３

平成24年４月

秋田県教育委員会

　このガイドは、小学校や中学校が地域の通級指導教室と連携協力するこ
とにより、特別支援教育に係る校内支援体制を充実させるためにまとめた
ものです。

○通級指導教室では、保護者との面談や連絡ノートの活用、電話による相
談など、保護者に対する支援体制を整えています。
・児童生徒が安心した家庭生活及び学校生活を送れるよう、保護者に適切
な助言を行い支援していくことは、通級指導教室の大きな役割です。通
級指導教室での指導を定着させ、日常生活への適応をより促進するため
には、日頃から家庭との連絡を密にして、児童生徒の状態の把握や適切
な支援の方法などについて共通理解を図ることが重要です。

関係機関との連携

通級による指導の手続き

通級指導教室一覧

○関係機関から対象児童生徒に関わる情報を入手し、生かしていくことが必要です。情報の授受に際して
は、本人及び保護者の了承を得なければなりません。

・児童生徒が、医療機関や相談機関等を利用中、あるいは利用経験がある場合には、それらの関係機関と
の連携が大切です。

※通級指導教室での教育相談後に手続きを進めます。
★参考「通級による指導の手引（秋田県教育委員会）」

保護者

在籍校

市町村教育委員会
（就学指導委員会）

通級指導校設置
教育委員会 通級指導校

秋田県教育庁　義務教育課指導 チーム　０１８－８６０－５１４７
　　　　　　　特別支援教育課指導チーム　０１８－８６０－５１３５

お問い
合わせ
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Part２

具体的な手続きの流れ

関係機関

病気の子どもたちへの適切な教育支援に向けた
合理的配慮の実践例を紹介します。

○市町村教育委員会
　・病弱・身体虚弱特別支援学級の入級手続や、他市町村の小・中学校等への転校、特別支援学校
　　への転校について相談できます。

○教育事務所・出張所、総合教育センター
　・教育事務所・出張所では、学校や担当者への研修支援やケース相談ができます。総合教育セン
　　ターでは、本人・保護者・担任への教育相談を行っています。

○特別支援学校
　・教育相談、研修支援、病院内での通級による指導を受けることができます。

＜お問い合わせ＞　秋田県教育庁　義務教育課指導班　０１８－８６０－５１４８
　　　　　　　　　　　　　　　　高校教育課指導班　０１８－８６０－５１６５
　　　　　　　　　　　　　　　　特別支援教育課指導班　０１８－８６０－５１３５

引用・参考文献
・「病気の子どもの支援ガイド」（平成２８年３月　秋田県教育委員会）
・秋田大学教育文化学部教育学研究科病弱教育アーカイブ

平成３１年３月

秋田県教育委員会

実践例　　　　　　病状に応じた学習環境の整備【小学校・中学校・高等学校】

・校内職員や該当学年・学級及び全校児童生徒の家庭へ周知を図るための文書等を配付

・適切な教育支援に向けて関係者による支援会議を開催

・体力面等への負担を考慮し、該当学年の教室を１階または移動しやすい階へ配置

・体調の変化へ対応するため、保健室の近隣に病弱・身体虚弱特別支援学級を配置

・体温調節や健康の保持に配慮し、教室にエアコンを設置

実践例

心理面・健康面の配慮

　　　　　　特別活動、自立活動【中学校（特別支援学校のセンター的機能の活用）】

　　病気の種類や状態によっては、登校や集団学習への不安が大きい児童生徒もいます。本

　実践は、特別支援学校教員が教育相談に当たりながら中学校への登校再開に向け、医療と

　教育の連携により意欲喚起をした取組です。

＜入院中の支援（特別支援学校）＞　・病状や入院中の様子の聞き取り

　　　　　　　　　　　　　　　　　・病院での面会による現状の聞き取り

　　　　　　　　　　　　　　　　　・興味・関心の高い活動（美術的活動）の提供と活動を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　通した心情の聞き取り

＜退院後の支援（特別支援学校）＞　・学校訪問による授業参観や担任との情報交換

＜登校時の支援（中学校）＞　　　　・本人の興味を生かした活動の提供（学級目標掲示用デ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザイン画制作等）、気持ちに寄り添った指導

＜生徒の変容＞
・入院中の活動支援により、前向きな気持ちが向上
・自ら登校を再開し、個別的な学習だけではなく、集団学習や学校行事にも参加
・担任や学校の細やかな配慮と指導により、自分に適した進学先を選択、決定

保護者
・

在籍校

（在籍校のある）
市町村
教育委員会

〈相談・調整〉

◇病院内の特別支援学
　級へ入級する場合

（転校先の学校のある）
市町村教育委員会

県教育委員会

県教育委員会
〈情報の引継ぎや諸手続〉

◇秋田きらり支援学校等で
　の病院内での「通級によ
　る指導」を活用の場合

◇特別支援学校へ転校
　する場合

病院内の
特別支援学級

秋田きらり支援学校
等での病院内での
「通級による指導」

特別支援学校
（通学・訪問教育）

機　関　名 所　在　地 電話番号
 北教育事務所 北秋田市鷹巣字東中岱７６－１ ０１８６－６２－１２１７
 　同　鹿角出張所 鹿角市花輪字六月田１ ０１８６－２３－３３０２
 　同　山本出張所 能代市御指南町１－１０ ０１８５－５２－３３６９
 中央教育事務所 秋田市山王四丁目１－２ ０１８－８６０－３２４４
 　同　由利出張所 由利本荘市水林３６６ ０１８４－２２－３６７３
 南教育事務所 横手市四日町３－２３ ０１８２－３２－１１０１
 　同　仙北出張所 大仙市大曲上栄町１３－６２ ０１８７－６３－３４７７
 　同　雄勝出張所 湯沢市千石町二丁目１－１０ ０１８３－７３－１１０６
 総合教育センター 潟上市天王字追分西２９－７６ ０１８－８７３－７２１５

学　校　名 電話番号所　在　地
 秋田県立秋田きらり支援学校 秋田市南ケ丘一丁目1番１号 ０１８－８８９－８５７３
 秋田県立ゆり支援学校 由利本荘市水林４５６－３ ０１８４－２７－２６３０

～実践紹介～

支援体制に関する配慮　 施設・設備に関する配慮支援体制に関する配慮　 施設・設備に関する配慮
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《合理的配慮の提供による実践例》

教育内容・方法に関する配慮

支援体制に関する配慮

施設・設備に関する配慮

教育内容・方法に関する配慮

教育内容・方法に関する配慮教育内容・方法に関する配慮

実践例

学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮

学習内容の変更・調整

　病弱・身体虚弱の子どもたちへの教育は、入院等により学びの場が変わるこ

とも多く、病状や教育的ニーズ等に応じた学びの連続性の保障が求められま

す。

　そのためには、学校の設置者・学校と本人・保護者により合意形成を図りな

がら、合理的配慮の検討を行う必要があります。合理的配慮の内容は「教育内

容・方法」「支援体制」「施設・設備」の３つの観点から検討され、個別の支

援計画に記載することが望ましいとされています。

・学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮

・学習内容の変更・調整

・情報・コミュニケーション及び教材の配慮

・学習機会や体験の確保

・心理面・健康面の配慮

支援体制に関する配慮
・専門性のある指導体制の整備

・幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮

・災害時の支援体制の整備

施設・設備に関する配慮
・校内環境のバリアフリー化

・発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮

・災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮

　　　　　　自立活動【小学校特別支援学級】

　　難治性の疾患がある児童の実態から、学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため

　に、自立活動の「健康の保持」と「人間関係の形成」に関する内容を中心に取り上げた

　取組です。

＜題 材 名＞「世界でたったひとつの“わたし手帳”をつくろう」

＜目　　標＞　⑴　病気の状態を理解して、生活の中での自己管理能力を高める。

　　　　　　　⑵　同じ病気を抱える人たちとの交流を通して、病気と向き合いながら

　　　　　　　　　主体的に生活しようとする気持ちを高める。

＜指導計画＞（10時間）　　※以下の（　）は時数

　　　　　　　①　「わたし手帳」を作る計画を立てる。（２）

　　　　　　　②　病気について調べ、「わたし手帳」に記入する。（４）

　　　　　　　③　「疾病当事者の会」代表○○さんへのインタビュー内容を考える。（１）

　　　　　　　④　○○さんへインタビューする。（１）

　　　　　　　⑤　インタビューした内容を「わたし手帳」に書く。（１）他

＜成　　果＞　自尊感情や自己肯定感、自己管理能力の高まり

　　　　　　体育科【小学校特別支援学級・中学校特別支援学級】

　　運動の実施に当たっては、学校生活管理指導票の指示内容や、主治医との相談に基づき、

　活動量や時間、内容を調整することが大切になります。

・運動の機会確保のため教室内にミニトランポリンを設置

・週３時間のうち１時間のみ体育科を実施。自立活動で身体づくりの活動を設定

「わたし手帳」に記載した内容
・病名　　　　・病状　　　　・薬の種類と服薬　　
・校外学習での注意　　　　
・処理や食事、入浴時の留意事項　
・学校生活における留意事項　　
・○○さんへのインタビューで得た情報　　等

実践例

実践例

情報・コミュニケーション及び教材の配慮

学習機会や体験の確保

　　　　　　特別活動【特別支援学校（入院による小学校からの転学）】

　　入院治療を必要とする児童生徒にとって、在籍校とのつながりは心の支えや励みとなる

　上、スムーズな登校再開（復学）に向けても大きな意義があります。本実践は、教育委員

　会や大学と連携しながら通信環境を整え、特別支援学校（病院内）と小学校間で遠隔教育

　により居住地校交流を行った取組です。

＜方　法＞　アプリケーションソフトSkype（スカイプ）を利用した学習活動等の中継

＜内　容＞　全校集会や学習発表会、授業等の映像配信、休み時間等の会話

＜配慮点＞　よりよい交流の実現に向けて

　　　　　　・活動場面や在籍校児童の様子を想定し、事前に保護者と活動内容に関する意向

　　　　　　　を確認

　　　　　　・機器設置や調整、必要機材の提供等に教育委員会や大学等が協力

　　　　　　・特別支援学校教員が小学校に事前に出向き、児童の病状や心情に応じて参加の

　　　　　　　仕方や活動時間を調整　

　　　　　　理科（病院内での指導）【特別支援学校（入院による小学校からの転学）】

　　病院内では動植物の持ち込みや火気の使用ができないため、観察や実験の実施が難しい

　学習内容もあります。しかし、医師と相談の上、体調や衛生面に配慮することで実施可能

　な活動には取り組むことができます。

・エタノールや湯で処理した植物の葉を実験時に使用

・インターネットのデジタル教材を活用し、実験の様子を確認

・同学年の児童や教師が行った実験をビデオで撮影し、実験の様子を確認

実践例

～遠隔教育について～
　遠隔教育は、病気療養などのため、通学して教育を受けることが困難な
児童生徒に対してＩＣＴを効果的に活用し、自宅や病院等において行う教
育であり、学習機会の確保を図る観点から重要な役割を果たします。小・
中学校等及び高等学校、特別支援学校で行われる同時双方向型の遠隔授業は、一定要件の
下、指導要録上「出席扱い」とし、評価や単位認定等に反映できることになります。
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《合理的配慮の提供による実践例》

教育内容・方法に関する配慮

支援体制に関する配慮

施設・設備に関する配慮

教育内容・方法に関する配慮

教育内容・方法に関する配慮教育内容・方法に関する配慮
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学習内容の変更・調整

　病弱・身体虚弱の子どもたちへの教育は、入院等により学びの場が変わるこ
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がら、合理的配慮の検討を行う必要があります。合理的配慮の内容は「教育内

容・方法」「支援体制」「施設・設備」の３つの観点から検討され、個別の支

援計画に記載することが望ましいとされています。

・学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮

・学習内容の変更・調整

・情報・コミュニケーション及び教材の配慮

・学習機会や体験の確保

・心理面・健康面の配慮

支援体制に関する配慮
・専門性のある指導体制の整備

・幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮

・災害時の支援体制の整備

施設・設備に関する配慮
・校内環境のバリアフリー化

・発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮

・災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮
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　　難治性の疾患がある児童の実態から、学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため

　に、自立活動の「健康の保持」と「人間関係の形成」に関する内容を中心に取り上げた

　取組です。

＜題 材 名＞「世界でたったひとつの“わたし手帳”をつくろう」

＜目　　標＞　⑴　病気の状態を理解して、生活の中での自己管理能力を高める。

　　　　　　　⑵　同じ病気を抱える人たちとの交流を通して、病気と向き合いながら

　　　　　　　　　主体的に生活しようとする気持ちを高める。

＜指導計画＞（10時間）　　※以下の（　）は時数

　　　　　　　①　「わたし手帳」を作る計画を立てる。（２）

　　　　　　　②　病気について調べ、「わたし手帳」に記入する。（４）

　　　　　　　③　「疾病当事者の会」代表○○さんへのインタビュー内容を考える。（１）

　　　　　　　④　○○さんへインタビューする。（１）

　　　　　　　⑤　インタビューした内容を「わたし手帳」に書く。（１）他

＜成　　果＞　自尊感情や自己肯定感、自己管理能力の高まり

　　　　　　体育科【小学校特別支援学級・中学校特別支援学級】

　　運動の実施に当たっては、学校生活管理指導票の指示内容や、主治医との相談に基づき、

　活動量や時間、内容を調整することが大切になります。

・運動の機会確保のため教室内にミニトランポリンを設置

・週３時間のうち１時間のみ体育科を実施。自立活動で身体づくりの活動を設定

「わたし手帳」に記載した内容
・病名　　　　・病状　　　　・薬の種類と服薬　　
・校外学習での注意　　　　
・処理や食事、入浴時の留意事項　
・学校生活における留意事項　　
・○○さんへのインタビューで得た情報　　等

実践例

実践例

情報・コミュニケーション及び教材の配慮

学習機会や体験の確保

　　　　　　特別活動【特別支援学校（入院による小学校からの転学）】

　　入院治療を必要とする児童生徒にとって、在籍校とのつながりは心の支えや励みとなる

　上、スムーズな登校再開（復学）に向けても大きな意義があります。本実践は、教育委員

　会や大学と連携しながら通信環境を整え、特別支援学校（病院内）と小学校間で遠隔教育

　により居住地校交流を行った取組です。

＜方　法＞　アプリケーションソフトSkype（スカイプ）を利用した学習活動等の中継

＜内　容＞　全校集会や学習発表会、授業等の映像配信、休み時間等の会話

＜配慮点＞　よりよい交流の実現に向けて

　　　　　　・活動場面や在籍校児童の様子を想定し、事前に保護者と活動内容に関する意向

　　　　　　　を確認

　　　　　　・機器設置や調整、必要機材の提供等に教育委員会や大学等が協力

　　　　　　・特別支援学校教員が小学校に事前に出向き、児童の病状や心情に応じて参加の

　　　　　　　仕方や活動時間を調整　

　　　　　　理科（病院内での指導）【特別支援学校（入院による小学校からの転学）】

　　病院内では動植物の持ち込みや火気の使用ができないため、観察や実験の実施が難しい

　学習内容もあります。しかし、医師と相談の上、体調や衛生面に配慮することで実施可能

　な活動には取り組むことができます。

・エタノールや湯で処理した植物の葉を実験時に使用

・インターネットのデジタル教材を活用し、実験の様子を確認

・同学年の児童や教師が行った実験をビデオで撮影し、実験の様子を確認
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　遠隔教育は、病気療養などのため、通学して教育を受けることが困難な
児童生徒に対してＩＣＴを効果的に活用し、自宅や病院等において行う教
育であり、学習機会の確保を図る観点から重要な役割を果たします。小・
中学校等及び高等学校、特別支援学校で行われる同時双方向型の遠隔授業は、一定要件の
下、指導要録上「出席扱い」とし、評価や単位認定等に反映できることになります。
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《合理的配慮の提供による実践例》

教育内容・方法に関する配慮

支援体制に関する配慮

施設・設備に関する配慮

教育内容・方法に関する配慮

教育内容・方法に関する配慮教育内容・方法に関する配慮

実践例

学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮

学習内容の変更・調整

　病弱・身体虚弱の子どもたちへの教育は、入院等により学びの場が変わるこ

とも多く、病状や教育的ニーズ等に応じた学びの連続性の保障が求められま

す。

　そのためには、学校の設置者・学校と本人・保護者により合意形成を図りな

がら、合理的配慮の検討を行う必要があります。合理的配慮の内容は「教育内

容・方法」「支援体制」「施設・設備」の３つの観点から検討され、個別の支

援計画に記載することが望ましいとされています。

・学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮

・学習内容の変更・調整

・情報・コミュニケーション及び教材の配慮

・学習機会や体験の確保

・心理面・健康面の配慮

支援体制に関する配慮
・専門性のある指導体制の整備

・幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮

・災害時の支援体制の整備

施設・設備に関する配慮
・校内環境のバリアフリー化

・発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮

・災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮

　　　　　　自立活動【小学校特別支援学級】

　　難治性の疾患がある児童の実態から、学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため

　に、自立活動の「健康の保持」と「人間関係の形成」に関する内容を中心に取り上げた

　取組です。
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4 5

Part２

具体的な手続きの流れ

関係機関

病気の子どもたちへの適切な教育支援に向けた
合理的配慮の実践例を紹介します。

○市町村教育委員会
　・病弱・身体虚弱特別支援学級の入級手続や、他市町村の小・中学校等への転校、特別支援学校
　　への転校について相談できます。

○教育事務所・出張所、総合教育センター
　・教育事務所・出張所では、学校や担当者への研修支援やケース相談ができます。総合教育セン
　　ターでは、本人・保護者・担任への教育相談を行っています。

○特別支援学校
　・教育相談、研修支援、病院内での通級による指導を受けることができます。

＜お問い合わせ＞　秋田県教育庁　義務教育課指導班　０１８－８６０－５１４８
　　　　　　　　　　　　　　　　高校教育課指導班　０１８－８６０－５１６５
　　　　　　　　　　　　　　　　特別支援教育課指導班　０１８－８６０－５１３５

引用・参考文献
・「病気の子どもの支援ガイド」（平成２８年３月　秋田県教育委員会）
・秋田大学教育文化学部教育学研究科病弱教育アーカイブ

平成３１年３月

秋田県教育委員会

実践例　　　　　　病状に応じた学習環境の整備【小学校・中学校・高等学校】

・校内職員や該当学年・学級及び全校児童生徒の家庭へ周知を図るための文書等を配付

・適切な教育支援に向けて関係者による支援会議を開催

・体力面等への負担を考慮し、該当学年の教室を１階または移動しやすい階へ配置

・体調の変化へ対応するため、保健室の近隣に病弱・身体虚弱特別支援学級を配置

・体温調節や健康の保持に配慮し、教室にエアコンを設置

実践例

心理面・健康面の配慮

　　　　　　特別活動、自立活動【中学校（特別支援学校のセンター的機能の活用）】

　　病気の種類や状態によっては、登校や集団学習への不安が大きい児童生徒もいます。本

　実践は、特別支援学校教員が教育相談に当たりながら中学校への登校再開に向け、医療と

　教育の連携により意欲喚起をした取組です。

＜入院中の支援（特別支援学校）＞　・病状や入院中の様子の聞き取り

　　　　　　　　　　　　　　　　　・病院での面会による現状の聞き取り

　　　　　　　　　　　　　　　　　・興味・関心の高い活動（美術的活動）の提供と活動を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　通した心情の聞き取り

＜退院後の支援（特別支援学校）＞　・学校訪問による授業参観や担任との情報交換

＜登校時の支援（中学校）＞　　　　・本人の興味を生かした活動の提供（学級目標掲示用デ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザイン画制作等）、気持ちに寄り添った指導

＜生徒の変容＞
・入院中の活動支援により、前向きな気持ちが向上
・自ら登校を再開し、個別的な学習だけではなく、集団学習や学校行事にも参加
・担任や学校の細やかな配慮と指導により、自分に適した進学先を選択、決定

保護者
・

在籍校

（在籍校のある）
市町村

教育委員会

〈相談・調整〉

◇病院内の特別支援学
　級へ入級する場合

（転校先の学校のある）
市町村教育委員会

県教育委員会

県教育委員会
〈情報の引継ぎや諸手続〉

◇秋田きらり支援学校等で
　の病院内での「通級によ
　る指導」を活用の場合

◇特別支援学校へ転校
　する場合

病院内の
特別支援学級

秋田きらり支援学校
等での病院内での
「通級による指導」

特別支援学校
（通学・訪問教育）

機　関　名 所　在　地 電話番号
 北教育事務所 北秋田市鷹巣字東中岱７６－１ ０１８６－６２－１２１７
 　同　鹿角出張所 鹿角市花輪字六月田１ ０１８６－２３－３３０２
 　同　山本出張所 能代市御指南町１－１０ ０１８５－５２－３３６９
 中央教育事務所 秋田市山王四丁目１－２ ０１８－８６０－３２４４
 　同　由利出張所 由利本荘市水林３６６ ０１８４－２２－３６７３
 南教育事務所 横手市四日町３－２３ ０１８２－３２－１１０１
 　同　仙北出張所 大仙市大曲上栄町１３－６２ ０１８７－６３－３４７７
 　同　雄勝出張所 湯沢市千石町二丁目１－１０ ０１８３－７３－１１０６
 総合教育センター 潟上市天王字追分西２９－７６ ０１８－８７３－７２１５

学　校　名 電話番号所　在　地
 秋田県立秋田きらり支援学校 秋田市南ケ丘一丁目1番１号 ０１８－８８９－８５７３
 秋田県立ゆり支援学校 由利本荘市水林４５６－３ ０１８４－２７－２６３０

～実践紹介～

支援体制に関する配慮　 施設・設備に関する配慮支援体制に関する配慮　 施設・設備に関する配慮
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１ 趣 旨

小・中・義務教育学校の通常の学級に、特別支援教育担当指導主事が訪問し、担任（教科等の担任

を含む）による提示授業に基づく協議等を実施することにより、ユニバーサルデザインの視点による

全ての児童生徒に対する分かりやすい授業づくりや障害のある児童生徒に対する指導・支援などに係

る実践的指導力の向上を図る。なお、特別支援教育支援員配置校においては、特別支援教育支援員と

の連携等による指導・支援の充実を図る。

２ 対象校・対象者及び実施回数

３ 内 容

（１）授業提示

・１回につき１授業の提示とする。

・学習指導案（略案可）に基づく提示とする。

（２）協議

参加者：学級担任、教科担当教員、管理職、特別支援教育コーディネーター

関係教職員（教務主任、研究主任、学年主任等 ※特別支援教育支援員）

訪問者：特別支援教育担当指導主事

4 実施上の留意事項

（１）実施日は、令和８年６月２日（火）以降に設定すること。

（２）実施計画書〈様式２－１〉、学習指導案（略案可）及び特別支援教育の年間計画を同封し、訪問

する指導主事の所属長宛て送付すること。なお、サポート対象児童生徒の個別の教育支援計画や

個別の指導計画を作成している場合は同じく同封すること。

（３）日程及び内容の設定に当たっては、研修の目的が達成できるよう、６～７ページの各実践研修の

内容例を参照し、十分に工夫するとともに参加者を検討すること。

（４）特別支援教育支援員配置校においては、複数の特別支援教育支援員が配置されている学校であっ

ても、1回の訪問での授業提示は１つとする。

５ 申込みから研修実施までの手続き

８～９ページの申込要領参照〈様式１－１、様式２－１〉

全国教員研修プラットフォームPlant での申込みも別途行ってください。［研修コード C04-001］

※年度当初の申込みは、市町村教育委員会が指定する期日で締め切るものの、６月以降も必要に応

じて随時申込みを受け付ける。その際は、市町村教育委員会に連絡し、市町村教育委員会教育長

宛てに＜様式１－１＞を送付することとする。

対 象 校 ・ 対 象 者 回 数

○研修を希望する小・中・義務教育学校

・通常の学級の担任（教科等の担任を含む）

※特別支援教育支援員配置校においては、当該授業を担当する特別支援教育支援員

１校につき
年１～２回

○協議内容例（６～７ページの各実践研修の内容例参照）

・ユニバーサルデザインの視点による分かりやすい授業づくり

・各教科等における個々の学習上の困難さの理解と指導の工夫

・個別の教育支援計画及び個別の指導計画を活用した授業づくり

・学級担任と特別支援教育支援員の連携の工夫

全ての児童生徒への

分かりやすい授業づくりのために

学年部や学校全体での

学びの機会をつくりませんか？

通常の学級実践研修 実施要項

６月以降も随時受け付けます！

※秋田県教職キャリア指標との関連（例）

◇特別な支援を必要とする児童生徒の各教科・科目等において生じる学習上の困難さに応じた

授業実践と改善【第２ステージ・教科等指導力】

◇一貫した支援や適切な指導に向けた、個別の教育支援計画（合理的配慮を含む）及び個別の

指導計画の作成・活用と改善【第２ステージ・本県の教育課題への対応】
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②連絡・相談

⑤依頼

１ 趣 旨

小・中・義務教育学校において、特別な支援を必要とする児童生徒の指導・支援の充実に向けて、

校内支援体制の機能向上を図ることを目的に、教育、医療、福祉関係者がチームを組みサポートし

ます。

２ 対 象

小学校、中学校、義務教育学校

３ 相談・支援の内容

①校内支援体制づくりに係る情報提供

②新設特別支援学級に係る情報提供（新規）

③校内委員会の運営（ケース会議の実施 等）に係る助言

④対象児童生徒の実態把握に係る助言

⑤対象児童生徒の指導・支援方針の検討に係る助言

⑥対象児童生徒の個別の教育支援計画及び個別の指導計画

の作成と活用、評価に係る助言

⑦対象児童生徒の相談・支援に係る教職員研修の支援

（校内研修会の実施 等）

※①は主に新任の特別支援教育コーディネーターが、校内支援体制づくりを進める上で必要な情報

を提供します。（特別支援教育に係る年間計画の立案、校内委員会の企画等）

※各校の依頼に応じて１校につき年５回まで支援を行います。

４ 申込み

○児童生徒の相談で活用する場合は、保護者と共通理解を図りながら進めてください。

○下の図を参考に申し込んでください。

※地域によって手続きが異なります。詳しくは各教育事務所・出張所にお問い合わせください。

（２１ページの研修・相談を担当する関係教育機関一覧参照）

小・中学校等特別支援チームは県内３地区に事務局を設置（県内３教育事務所単位）

○主な構成メンバー

〈相談支援員〉

教育関係者（特別支援学校教員、特別支援教育アドバイザー、教育事務所・出張所指導主事）

〈相談支援アドバイザー〉

学識経験者（大学教授等）、医療関係者（医師・臨床心理士）、福祉関係者（児童心理司） 等

※相談のニーズに応じてチームを編制する。

※学校への訪問等による相談・支援は相談支援員が実施する。

小・中・義務教育学校 保護者

④申込み ③日程調整①相談依頼 ⑥相談・支援

各市町村教育委員会 各教育事務所・出張所

小・中学校等特別支援チームによる相談・支援

◇新たに追加しました◇

令和８年３月から②の内容を追加し
ました。特別支援学級を新設する小・
中学校等において、就学や進学、進級
前の段階から、学級運営の準備を進め
る上で必要な情報を提供します。

＜主な情報提供・支援の内容＞
・障害理解研修
・教室環境
・教育課程の編成
・個々に応じた指導・支援
・教材・教具
・障害理解授業
・個別の教育支援計画及び個別の指導
計画の作成
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④個別の教育支援計画及び個別の
指導計画に基づいた指導・支援
を実施する。

③校内委員会で対象児童生徒の指
導・支援方針を検討し、個別の
教育支援計画及び個別の指導計
画を作成する。

⑤校内委員会で対象児童生徒の指
導・支援内容を評価し、適宜改
善する。

①特別支援教育の年間計画に基づ
く校内委員会（ケース会議）に
おいて、対象児童生徒の困難さ
を共有する。

②校内委員会で対象児童生徒の実
態把握をする。

校内委員会

校内支援体制の機能向上を図る相談の活用の実際
（例）小・中学校等特別支援チームを活用した場合

☆校内委員会において①～⑤の
取組を進める中で関係機関へ
の相談が必要と判断した場合
は、小・中学校等特別支援チ
ームに依頼し、助言を得るこ
とができます。

小・中学校等特別支援チーム

☆特別支援教育の年間計画に基
づく校内委員会（ケース会議）
等の主体的な取組を必要に応
じて支援し、校内支援体制の
機能向上を図る。

〈相談・支援の内容〉

・校内支援体制づくりに係る助
言及び支援

・新設特別支援学級に係る情報
提供

・校内委員会の運営（ケース会
議の実施 等）に係る助言

・対象児童生徒の実態把握に係
る助言

・対象児童生徒の指導・支援方
針の検討に係る助言

・対象児童生徒の個別の教育支
援計画及び個別の指導計画の
作成・活用・評価に係る助言

・対象児童生徒の相談・支援に
係る教職員研修の支援（校内
研修会の実施 等）

一人一人の教育的ニーズに
応じた指導・支援の充実

校内支援体制の機能向上

特別支援教育コーディネーター

児童生徒の困難さの気付き
（学級担任、教科担任、保護者 等）
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１ 趣 旨

高等学校において、特別な支援を必要とする生徒の指導・支援の充実に向けて、校内支援体制の

機能向上を図ることを目的に、教育、医療、福祉、労働関係者がチームを組みサポートします。

２ 対 象

高等学校

３ 相談・支援の内容

・校内委員会の運営（ケース会議の実施 等）に係る助言

・対象生徒の実態把握に係る助言

・対象生徒の指導・支援方針の検討に係る助言

・対象生徒の個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成と活用、評価に係る助言

・対象生徒の進路指導に関する支援

・対象生徒の相談・支援に係る教職員研修の支援（校内研修会の実施 等）

※特別支援教育の年間計画に基づき、複数回にわたって相談・支援を活用することを基本とします。

※活用に当たっては、保護者と共通理解を図りながら進めてください。

※この他に、特別支援教育に関する研修会を各地区で開催しています。

４ 申込み

○各地区の事務局校へ電話にて相談依頼の後、文書による派遣依頼が必要です。派遣依頼の様式は、

事務局校のホームページを参照ください。

○事務局が依頼内容を確認し、訪問日程等を調整・決定します。

５ 連絡先

高等学校特別支援チームは県内３地区の特別支援学校に事務局を設置

（県北：比内支援学校、県央：栗田支援学校、県南：横手支援学校）

○主な構成メンバー

・教育専門監（特別支援教育担当）

・特別支援学校教職員（地域支援担当教員、進路指導担当教員 等）

・発達障害者支援センター職員

・障害者就業・生活支援センター職員

・ハローワーク（公共職業安定所）職員

・秋田障害者職業センター職員

※相談のニーズに応じてチームを編制する。

地区 事務局校 電話番号 ホームページアドレス

県北 比内支援学校 0186-55-2131 http://www.hinai-s.akita-pref.ed.jp/

県央 栗田支援学校 018-828-1162 http://www.kurita-s.akita-pref.ed.jp/

県南 横手支援学校 0182-33-4167（高等部） http://www.yokote-s.akita-pref.ed.jp/

高等学校特別支援チームによる相談・支援

就職や進学に関する相談も

受け付けています！
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学
校
と
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の

連
携
促
進
の
た
め
の
ガ
イ
ド

～
障
害
の
あ
る
子
ど
も
や
そ
の
保
護
者
へ
の
切
れ
目
な
い
支
援
に
向
け
て～

本
人

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

　
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
放
課
後
は
、平
成
24
年
の「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」の
制
度
化
に
よ
り
大
き
く

変
わ
り
ま
し
た
。本
県
で
も
年
々
利
用
者
が
増
え
、放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
、障
害
の
あ
る
子
ど
も

の
生
活
の
場
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
い
て
お
り
、学
校
と
事
業
所
の
連
携
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ガ
イ
ド
は
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
や
そ
の
保
護
者
へ
の
切
れ
目
な
い
支
援
に
向
け
て
、
教
育
と
福
祉
の
連
携
体
制
の
構
築
を
促
進
す
る

た
め
に
実
施
し
た
、「
令
和
3
年
度
学
校
と
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
連
携
促
進
に
向
け
た
研
修
会
」
を
基
に
作
成
し
ま
し
た
。

令
和
４
年
３
月

秋
田
県
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
課
・
秋
田
県
健
康
福
祉
部
障
害
福
祉
課

◆
｢家
庭
と
教
育
と
福
祉
の
連
携
『
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
』プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
｣に
よ
る
具
体
的
な
取
組
例

～
国
に
よ
る
報
告
、指
針
等
か
ら
～

　
家
庭
、学
校
、放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
は
、場
は
異
な
り
ま
す
が
、子
ど
も
の
生
活
と
し
て
は
一
つ
に
つ
な
が

っ
て
い
ま
す
。学
校
と
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
援
を
切
れ
目
な
く
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
り
、障

害
の
あ
る
子
ど
も
は
安
心
し
て
持
て
る
力
を
発
揮
し
、よ
り
よ
い
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
生
活
と
成
長
を
支
え
る
上
で
、教
育
と
福
祉
の
連
携
は
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、国
に
お
い

て
も
様
々
な
施
策
を
講
じ
て
い
ま
す
。

参
考
:「
家
庭
・
教
育
・
福
祉
の
連
携
『
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
』
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
 概
要
」
平
成
30
年
3
月

　
　
　
家
庭
と
教
育
と
福
祉
の
連
携
「
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
（
文
部
科
学
省
 厚
生
労
働
省
）

　
　
　
ht
tp
s:/
/w
w
w
.m
ex
t.g
o.
jp
/a
_m
en
u/
sh
ot
ou
/t
ok
ub
et
u/
m
at
er
ia
l/
14
04
50
0.
ht
m

◆
「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
る
具
体
的
な
連
携
方
法
の
概
要

１
  
子
ど
も
に
必
要
な
支
援
を
行
う
上
で
の
役
割
分
担
の
明
確
化

２
  
年
間
計
画
や
行
事
予
定
等
の
情
報
交
換
、
共
有

５
  
個
別
の
教
育
支
援
計
画
等
と
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
共
有

６
  
連
絡
ノ
ー
ト
等
を
活
用
し
た
情
報
共
有
（
医
療
的
ケ
ア
の
情
報
や
、
気
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
の
情
報
等
）

３
  
送
迎
時
対
応
の
事
前
調
整
（
送
迎
リ
ス
ト
や
身
分
証
明
書
提
出
の
ル
ー
ル
づ
く
り
）

４
  
緊
急
連
絡
体
制
や
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
事
前
調
整
（
下
校
時
の
ト
ラ
ブ
ル
、
病
気
・
事
故
の
際
の
対
応
）

参
考
:「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」 
平
成
27
年
4
月
 厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部

　
　
　「
『
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
に
か
か
る
普
及
啓
発
の
推
進
に
つ
い
て
」
(協
力
依
頼
:事
務
連
絡
)

　
　
　
　
　
　
　
  平
成
27
年
4
月
 文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
特
別
支
援
教
育
課
・
生
涯
学
習
政
策
局
社
会
教
育
課
　

家
庭

学
校

個
別
の
支
援
計
画
の
活
用
に
よ
る

切
れ
目
な
い
支
援

情
報
共
有
・
連
携
強
化

福
祉
部
局

教
育
委
員
会

保
護
者
向
け
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

保
護
者
同
士
の
交
流
の
場
の
促
進

域
内
の
支
援
情
報
の
提
供

学
校
や
関
係
者
へ
の
福
祉
制
度
の
周
知

連
携
強
化

家
庭

障
害
児
通
所
支
援
事
業
所

学
校

市
町
村
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～「
令
和
3年
度
学
校
と
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
連
携
促
進
に
向
け
た
研
修
会
※
」か
ら
～

◆
「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
対
象
の
調
査
」（
令
和
2
年
8
月
実
施
）
結
果
報
告
よ
り

◆
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
切
れ
目
な
い
支
援
に
向
け
た
連
携
体
制
の
構
築
に
向
け
て
」
よ
り

❶
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
 秋
田
大
学
 鈴
木
 徹
 准
教
授
に
よ
る
現
状
分
析
と
キ
ー
ワ
ー
ド
の
提
案

連
携
の
た
め
に
必
要
な
こ
と

取
組
の
実
際

・
定
期
的
な
面
談
を
行
っ
て
い
る

・
特
に
行
っ
て
い
な
い

・メ
モ
や
電
話
で
連
絡
し
て
い
る

・
特
に
行
っ
て
い
な
い

・
好
事
例
が
出
に
く
い

・
連
携
し
て
い
る
が
十
分
で
な
い

・
形
式
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る

・
状
況
の
確
認
に
と
ど
ま
る

課
題

①
そ
れ
ぞ
れ
の
場
を
知
る
取
組

②
場
と
場
を
つ
な
ぐ
取
組

※
本
研
修
会
に
お
い
て
は
、
研
修
の
対
象
と
な
る
学
校
を
小
・
中
学
校
等
と
し
て
実
施
し
ま
し
た
。

　
　
調
査
で
は
、事
業
所
と
学
校
と
の
連
携
の
必
要
性
に
つ
い
て
、「
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
必
要
」を
含
め
、全
て
の
事
業
所
が「
必
要
」と
回
答
し
て
い
る
。

　
一
方
、連
携
の
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
は
、約
8割
が「
行
っ
て
い
る
が
十
分
で
は
な
い
｣と
回
答
し
て
い
る
。令
和
元
年
度
実
施
の
小
・
中
学
校
対
象
の

　
調
査
で
も
同
様
の
傾
向
に
あ
る
。

<
県
央
地
区
研
修
会
の
様
子
>

連
携
の
た
め
の
取
組
を
実
際
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
多
い
が
、「
好
事
例
」に
比
べ
て
、

「
好
事
例
と
言
え
な
い
事
例
」が
圧
倒
的
に
多
い
の
が
現
状
。そ
こ
で
･･
･

連
携
の
た
め
の
取
組
を
よ
り
良
い
も
の
に
し
て
い
く
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド

現
場
レ
ベ
ル

・
チ
ー
ム
（
家
庭
・
教
育
・
福
祉
）
と
し
て
の
意
識
向
上

・
双
方
向
性
の
あ
る
情
報
の
や
り
と
り
（
伝
達
か
ら
共
有
へ
）

行
政
レ
ベ
ル

・
現
場
レ
ベ
ル
を
下
支
え
す
る
よ
う
な
領
域
横
断
的
な
取
組

❷
パ
ネ
ラ
ー
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
～
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
踏
ま
え
て
～

市
障
害
福
祉
担
当
課

　
行
政
は
包
括
的
に
考
え
、
仕

組
み
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う

役
割
が
大
き
い
。
事
業
所
、
学

校
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
を
把
握

し
、
連
携
に
つ
い
て
後
方
支
援

で
き
る
こ
と
は
何
か
、
考
え
て

い
き
た
い
。

障
害
児
相
談
支
援
事
業
所

　
連
携
す
る
た
め
に
は
舵
と
り

が
必
要
。
相
談
支
援
専
門
員
が

つ
な
ぎ
役
に
な
れ
る
の
で
は
な

い
か
。連
携
を
深
め
る
た
め
に
、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
サ
ー
ビ
ス
利

用
状
況
の
検
証
）
の
機
会
を
有

効
に
活
用
し
た
い
。

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

事
業
所

　
連
携
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
や

ツ
ー
ル
が
、
形
式
的
な
も
の
に

な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
事

業
所
と
学
校
と
の
関
係
づ
く
り

が
大
事
だ
と
思
う
。

学
校
（
特
別
支
援
教
育

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）

　
共
に
子
ど
も
や
保
護
者
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
立
場
で
あ
る
事
業

所
の
方
と
私
が
つ
な
が
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
支
援
を

充
実
さ
せ
た
い
。

市
教
育
委
員
会

　
管
理
職
や
特
別
支
援
教
育

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
、
学
校

の
核
と
な
る
人
を
対
象
と
し
た

会
議
や
研
修
会
で
、
放
課
後
等

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
実
際
を
伝
え

た
い
。

【
質
問
5】

事
業
所
と
学
校
と
の
日
々
の
情
報
交
換
や
引
継
ぎ
な
ど
の

現
在
の
状
況
に
つ
い
て

①
十
分
に
で
き
て
い
る

③
行
っ
て
い
な
い

②
行
っ
て
い
る
が
十
分
で
は
な
い

0％
　
10
％
　
20
％
　
30
％
　
40
％
　
50
％
　
60
％
　
70
％
　
80
％
　
90
％

14
.5
％

82
.6
％

2.
9％

18



～「
令
和
３
年
度
学
校
と
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
連
携
促
進
に
向
け
た
研
修
会
」か
ら
～

障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
学
び
の
場
と
は

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
は

【
支
援
や
連
携
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
、ツ
ー
ル
】

【
指
導
・
支
援
や
連
携
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
、ツ
ー
ル
】

　
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、「
通
常
の
学
級
」「
通
級
に
よ
る
指
導
」「
特
別

支
援
学
級
」「
特
別
支
援
学
校
」と
い
っ
た
連
続
性
の
あ
る
多
様
な
学
び
の
場
に
お
い
て
指
導
・
支

援
を
行
い
ま
す
。

　
小
・
中
学
校
等
、高
等
学
校
、特
別
支
援
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
を
対
象
と
し
て
、授
業
の

終
了
後
又
は
休
業
日
に
、
生
活
能
力
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
、社
会
と
の
交
流
の
促
進
な
ど

の
支
援
を
行
い
ま
す
。「
自
立
支
援
と
日
常
生
活
の
充
実
の
た
め
の
活
動
」「
創
作
活
動
」「
地
域
交

流
の
機
会
の
提
供
」「
余
暇
の
提
供
」を
複
数
組
み
合
わ
せ
た
支
援
が
基
本
で
す
。

　
学
校
の
教
員
の
中
か
ら
校
長
が
指
名
し
、
全
て
の
学
校
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
へ
の
適
切
な
支
援

の
た
め
、
保
護
者
や
関
係
機
関
に
対
す
る
学
校
の
窓
口
、
校
内
外
の
連
絡
調
整
の
役
割
を
担
う
。

特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　
家
庭
、
地
域
及
び
医
療
や
福
祉
、
保
健
、
労
働
等
の
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
長
期
的
な
視
点
で
児
童
生
徒
へ
の
教
育
的
支
援
を
行

う
た
め
に
作
成
す
る
計
画
。
合
理
的
配
慮
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

個
別
の
教
育
支
援
計
画

　
個
別
の
教
育
支
援
計
画
等
を
踏
ま
え
、
各
教
科
等
の
指
導
に
当
た
っ
て
の
具
体
的
な
指
導
目
標
や
内
容
、
方
法
を
盛
り
込
ん
だ
計
画
。

　
障
害
児
支
援
の
利
用
に
当
た
っ
て
、家
庭
に
対
す
る
支
援
や
事
業
所
等
と
の
連
絡
調
整
等
を
行
う
。
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
を
検
証
（
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
）
し
、
計
画
の
見
直
し
や
、
事
業
所
等
と
の
連
絡
調
整
等
を
行
う
。

　
総
合
的
な
援
助
方
針
や
解
決
す
べ
き
課
題
を
踏
ま
え
て
、
最
も
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
の
組
合
せ
等
に
つ
い
て
検
討
し
、
子
ど
も
又
は
保
護
者

の
同
意
の
も
と
に
作
成
す
る
計
画
。

　
個
々
の
子
ど
も
に
つ
い
て
、
総
合
的
な
支
援
目
標
及
び
達
成
時
期
、
生
活
全
般
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
課
題
、
支
援
の
具
体
的
内
容
、

支
援
を
提
供
す
る
上
で
の
留
意
事
項
な
ど
を
記
載
し
た
計
画
。

　
市
町
村
福
祉
窓
口
へ
の
利
用
申
請
、
相
談
支
援
事
業
所
と
の
利
用
に
向
け
た
相
談
、
市
町
村
に
よ
る
支
給
決
定
、

相
談
支
援
事
業
所
に
よ
る
「
障
害
児
支
援
利
用
計
画
」
の
作
成
等
を
経
て
、
利
用
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
と
の
契
約
を
結
び
ま
す
。

個
別
の
指
導
計
画

障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
（
相
談
支
援
専
門
員
）

障
害
児
支
援
利
用
計
画
　
※
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
の
相
談
支
援
専
門
員
に
よ
る
作
成

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
計
画
　
※
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
に
よ
る
作
成

利
用
の

手
続
き

※
利
用
手
続
き
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
市
町
村
福
祉
窓
口
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

秋
田
県
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
課
　
TE
L：
01
8－
86
0－
51
35

秋
田
県
健
康
福
祉
部
障
害
福
祉
課
　
TE
L：
01
8－
86
0－
13
32

問
合
せ
先
 

こ
の
ガ
イ
ド
は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
の
「
令
和
３
年
度
発
達
障
害
支
援
に
係
る
教
員
の
資
質
向
上
に
向
け
た
人
材
育
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
よ
り
作
成
し
ま
し
た
。

学
　
校

・
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
訪
問
・
見
学

・
個
別
の
支
援
計
画
を
活
用
し
た
定
期
的
な
面
談
・
会
議
の
実
施

・
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
校
内
へ
の
情
報
提
供

・
学
校
の
管
理
職
等
へ
の
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
役
割
等
の

周
知

・
連
携
に
関
す
る
状
況
把
握

市
町
村

教
育
委
員
会

・
学
校
の
訪
問
・
見
学

・
個
別
の
支
援
計
画
を
活
用
し
た
定
期
的
な
面
談
・
会
議
の
実
施

・
放
課
後
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
し
て
の
支
援
の
向
上

・
関
係
機
関
を
つ
な
ぐ
役
割
・
取
組
の
強
化

・
学
校
等
に
対
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
周
知

・
教
育
行
政
と
の
連
携
強
化

・
関
係
機
関
を
つ
な
ぐ
仕
組
み
づ
く
り

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

事
業
所

障
害
児

相
談
支
援

事
業
所

市
町
村

福
祉
担
当
課

◆
参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら「
効
果
的
な
連
携
の
た
め
に
、今
後
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
こ
と
」

情
報
の
共
有
に
向
け
て

❸
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
ま
と
め

　
学
校
も
事
業
所
も
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
居
場
所
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
の
様
子
を
知
る
こ
と
は
、

子
ど
も
の
内
面
を
探
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
。
チ
ー
ム
と
し
て
、
悩
み
を
共
有
で
き
る
関
係
を
築
く
こ
と

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
・
支
援
の
発
展
に
も
つ
な
が
る
。

子
ど
も
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に

　
情
報
の
「
伝
達
」
を
「
共
有
」
に
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、

①
子
ど
も
の
成
長
と
い
う
同
じ
目
標
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
の
理
解

②
お
互
い
が
ど
の
よ
う
な
情
報
を
知
り
た
い
の
か
を
知
る
こ
と

が
大
切
。

　
相
互
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
保
護
者
の
協
力
を
得
た
上
で
、
学
校
と
事
業
所
が
お
互
い
の
計
画
を
持
ち
寄
り
、
ど
う
い

う
捉
え
方
で
子
ど
も
を
見
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
話
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
と
よ
い
。

お
互
い
の
計
画
を
活
用
し
て
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　、

　

● 月～金曜日 9:30～11:30（午前中、教員常勤）
○ １回あたり１時間程度（週２回程度）

場  所

対 象

時  間

支援内容

「病弱教育サポートセンターきらり  」は
在籍校と一緒に

入院中や自宅療養中の子どもたちをサポートします

☆

● 秋田大学医学部附属病院（サポートルーム☆きらり）
○ 秋田赤十字病院
○ 中通総合病院
○ 市立秋田総合病院
＊上記以外に入院の場合は、お電話にてご相談ください。

相談支援・心理面の支援・学習支援・復学支援

病気のこと、
学校のこと、
不安だな。

誰に相談したら
いいんだろう。

入院中も
学校とのつながりを

大事にしたいけれど、
迷惑かしら。

相 談 支 援

★心配事やニーズの聞き取り
　・アンケートの記入
　
★ニーズに合わせた支援内容の提案

入院中の小学生･中学生･高校生（主治医の許可を得た方）

33



★在籍校の授業や行事等にオンラインで参加
　するためのサポート
　・在籍校との連絡調整
　・機器の貸出
　・機器の接続

★自主学習のサポート
　・在籍校からの課題や持参した問題集の
　　見届け

私の病気は
本当に治るのかな。

また、元気に
学校に行けるかな

この薬を飲むと
具合が悪くなるから
飲みたくないよ。

★心身を解放できる活動の提供、
　心理面のサポート
　・制作（おりがみ、紙粘土など）
　・テーブルゲーム（オセロ、トランプなど）
　・おしゃべり
　・その他、本人が好きなこと

★退院後の学校生活に向けた医療との連携、　
　在籍校への引き継ぎ
　・復学に向けた在籍校とのオンライン交流の
　　調整
　・自宅療養中のサポート
　・関係者での支援会議
　・復学後の連絡調整（家庭、医療、学校）

単位は取れるかな。
進級はできるかな。
心配だな。

学校からの課題は
あるけれど、
やる気が出ない。
分からないところも
あるし･･･。

家族や友達に
会えなくて、
さみしいな。

ひとりは心細いな。

入院中の
勉強の遅れが
心配。

退院してから
どうしよう。

久しぶりに学校に
行けるのはうれし

いけど、
大丈夫かな。

緊張するなー。

退院後も、
保健室で薬を飲んだり、
体育を見学したりする

必要がある。
分かってもらえるかな。

復 学 支 援

学 習 支 援

心 理 面 の 支 援
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	01 ～就学相談のためのガイド～ お子さんのよりよい就学のために.pdfから挿入したしおり
	10 病弱教育サポートセンターきらり.pdfから挿入したしおり
	「病弱教育サポートセンターきらり  」は 在籍校と一緒に 入院中や自宅療養中の子どもたちをサポートします
	対 象
	入院中の小学生･中学生･高校生（主治医の許可を得た方）

	場  所
	● 秋田大学医学部附属病院（サポートルーム☆きらり） ○ 秋田赤十字病院 ○ 中通総合病院 ○ 市立秋田総合病院 ＊上記以外に入院の場合は、お電話にてご相談ください。

	時  間
	● 月～金曜日 9:30～11:30（午前中、教員常勤） ○ １回あたり１時間程度（週２回程度）

	支援内容
	相談支援・心理面の支援・学習支援・復学支援


	相 談 支 援
	★心配事やニーズの聞き取り 　・アンケートの記入 　
	★ニーズに合わせた支援内容の提案

	心 理 面 の 支 援
	★心身を解放できる活動の提供、 　心理面のサポート 　・制作（おりがみ、紙粘土など） 　・テーブルゲーム（オセロ、トランプなど） 　・おしゃべり 　・その他、本人が好きなこと

	学 習 支 援
	★在籍校の授業や行事等にオンラインで参加 　するためのサポート 　・在籍校との連絡調整 　・機器の貸出 　・機器の接続
	★自主学習のサポート 　・在籍校からの課題や持参した問題集の 　　見届け

	復 学 支 援
	★退院後の学校生活に向けた医療との連携、　 　在籍校への引き継ぎ 　・復学に向けた在籍校とのオンライン交流の 　　調整 　・自宅療養中のサポート 　・関係者での支援会議 　・復学後の連絡調整（家庭、医療、学校）




